
頁

1-1.2.3

頁

2-1.2.3

3-1.2.3

4-1.2.3

5-1.2.3

6-1.2.3

7-1.2.3

8-1.2.3

9-1.2.3

10-1.2.3

11-1.2.3

12-1.2.3

13-1.2.3

14-1.2.3

15-1.2.3

16-1.2.3

17-1.2.3

伏山台学童クラブ

喜志西学童クラブ

藤沢台学童クラブ

小金台学童クラブ

向陽台学童クラブ

寺池台学童クラブ

施設名

富田林学童クラブ

新堂学童クラブ

喜志学童クラブ

大伴学童クラブ

彼方学童クラブ

錦郡学童クラブ

川西学童クラブ

東条学童クラブ

高辺台学童クラブ

久野喜台学童クラブ

施設分類 子育て支援系施設

施設分類 学校教育系施設

施設名

(旧）第一学校給食センター



令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

富田林市個別施設計画 （旧）第一学校給食センター

所管部署

3,359.00㎡

1,299.17㎡

1,844.95㎡

54.94

なし

備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

平成30年3月末閉鎖

階数
(地上)(地下)

0

耐震性

旧耐震

劣化度

54.94

学校給食課教育総務部

制限事項

■１　施設概要

施設名 （旧）第一学校給食センター 建築面積

大分類 学校教育系 延床面積

所在地 大阪府富田林市西板持町四丁目1－5 敷地面積

構造

S

劣化度

避難所指定

市所有

中分類

小分類

財産関係

給食施設

給食センター

6

■２　建物設置状況

建築年度

2調理場 48年 1,844.95㎡

9

10

定休日 運営時間年間運営日数

主な利用者・団体

利用率利用人数

□

□

直営

指定管理

ー

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 可能コマ数 利用コマ数

職員数

土地 建物 市所有

延床面積建物名称
西暦 和暦

築年数

■３　利用運営状況

室名

No

7

8

1

2

3

4

5

1972 S47

可能コマ数 利用コマ数 利用人数 利用率

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
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■４　公共施設再配置計画における方針

建物方針

具体的取組

主な課題

上記方針に基づき、計画期間内に機能面において、以下のとおり検討を進めます。

・令和元年度　　　　本建物の除却及び跡地活用の検討
・令和２年度　 　　　当該場所への他用途機能の移転検討
・令和３年度以降　 他用途機能移転の実施

機能方針に伴う行動方針

行動方針に伴う行動計画

平成30年3月に現給食センター（藤沢台）開設に伴い、本施設の機能廃止を実施しましたが、現給食センターの機能補助として、平成30年度においては、建物を
維持してきました。
しかしながら、現給食センターでの稼働も１年を経過し、令和元年度にて本施設においては機能及び建物としては廃止を実施いたします。

■５　施設機能計画について

設置目的

機能方針 廃止

備考

課題及び考慮する点

市立学校において実施する学校給食の効率的な運営をはかるため（平成30年3月廃止済）

廃止

跡地の有効活用の検討

隣接敷地に存するシルバー人材センターとの一体的検討が必要

利用者等の意向把握

当該地は、都市計画法にて市街化調整区域に位置付けられており、本施設の利活用には制限が課されております。
また、耐震化されていないことから、利活用には多額の投資が必要となることが予測されます。
以上のことからも、役割を終えた施設ではあるが、民間企業などへの貸付・売却に関して需要が見込めないのが現状であり、昨今発生が増えている災害時に発生
した土砂や災害ごみ置の仮置き場や、今後の更新時期を迎える既存施設の改修時などの仮移転場所など、市有地として維持することによる活用を基本方針とし
ます。
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

本建物については、平成29年度末にて条例廃止し、機能としては廃止しており、平成30年度は（新）給食センターの予備施設として存置しておりました。
しかしながら、（新）給食センターの稼働状況も勘案しつつ、令和元年度中に除却を実施し、跡地については市有財産として管理いたします。

施設整備計画

効率化
調理場 S47 60年

備考

除却

99S 48年 12年 99

整備費用概算
（百万円）

対策による
効果構造 築年数 耐用残年数

令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
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富田林市個別施設計画 富田林学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 190.00㎡

中分類 児童施設 劣化度 55.47

所在地 大阪府富田林市常盤町16－20 敷地面積 ―

施設名 富田林学童クラブ 建築面積 ―

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は富田林小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1967 S42

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2 保育室 1967 Ｓ42 53年 100.00㎡ RC

53年 90.00㎡ RC

2 0 旧耐震（補強済） 未調査
同棟の一部（２階）

H29.4開設

55.47
富田林小学校_13棟の一部（２

階）2 0 旧耐震（補強済）

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　4名、短時間補助員　2名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

Ａ学童 292日 8,548人 4,974人 58.2%

Ｂ学童 292日 7,564人 4,761人 63.0%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

富田林学童クラブは学校施設に余裕教室が無いなか、教育委員会と調整し、既存校舎2階2教室と廊下の一部を学童クラブ専用室として活用しております。専用
区画面積内でのバリアフリー化は概ね確保していますが、出入口は屋外非常階段を利用しております。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
していますが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童
クラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められております。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者
対策に課題がありますことから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要があります。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（富田林学童クラブ）
・同クラブは既存校舎2階１教室を学童クラブ専用室として活用していたが、学童入会児童数の増加に伴い新たに専用室の確保が必要となり、平成28年度に国へ
財産処分の手続きを行うとともに改修工事を実施し、平成29年度より2学童クラブで運営しております。平成28年度の工事では、新学童クラブと既存学童クラブの
改修を行うとともに専用トイレを新たに設置したことで、一定の整備は完了しております。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数の増加に伴い学童クラブに入会する児童数は50人から最大69人(5年後)まで増加が見込まれます
が、児童1人あたりの専用区画面積は1.88㎡(5年後)と確保されています。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
なお、本建物は建築後53年を経過し、耐用残年数は7年ですが、平成25年度に構造体の耐震補強工事並びに防災機能強化事業を実施し、建物構造体の安全
性の確保、屋上防水全面改修、外壁塗装、窓ガラス飛散防止対策など大規模な整備を終え、学童クラブについても、平成28年度に工事を実施したため、本計
画期間内に大きな改修は予定しておりません。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

RC 53年 7年

保育室 S42 60年

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 新堂学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 177.00㎡

中分類 児童施設 劣化度 59.63

所在地 大阪府富田林市若松町四丁目5－4 敷地面積 ―

施設名 新堂学童クラブ 建築面積 ―

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 一部借地 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は新堂小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1971 S46

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

49年 177.00㎡ RC 59.63
新堂小学校_南館⑮-1.2.3.4の一

部（２階）3 0 旧耐震（補強済）

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　4名、短時間補助員　2名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

Ａ学童 292日 7,476人 5,005人 67.0%

Ｂ学童 292日 7,473人 5,102人 68.3%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

新堂学童クラブは教育委員会と調整し、既存校舎2階2教室と廊下の一部を学童クラブ専用室として活用していますが、内装の劣化は進んでおります。また、学童
クラブ内に専用トイレがなく学校トイレを共用していますが、和式大便器しかないうえ、老朽化のため使用できない便器もあります。教育委員会では年次計画でトイレ
の洋式化を実施していますが、共用トイレの改修予定はないため、学童クラブの設備の基準確保のため、大規模改修の際に、専用室内にトイレ・手洗いスペースを
新設する必要があります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
していますが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童
クラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対
策に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要があります。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向け、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に基
づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（新堂学童クラブ）
・同クラブは既存校舎2階2教室と廊下部分を学童クラブ専用室として、国に財産処分の手続きを行い、2学童クラブとして運営しています。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は減少傾向ですが、学童クラブに入会する児童数は46人から最大54人(6年後)まで増加が見込まれ
ます。児童1人あたりの専用区画は2.50㎡(6年後)と確保されています。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
なお、本建物は建築後49年を経過し、平成19年度に構造体の耐震補強工事を実施し、建物構造体の安全性の確保、外壁塗装など整備を終えました。学童クラ
ブについては、過去に内部改修工事を実施していますが、経年劣化による老朽化や専用室内にトイレ・手洗いが未整備のため、衛生及び安全の確保のため対策
を本計画期間内に実施いたします。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

内部改修
安全性

利便性の向上
RC 49年 11年

保育室 S46 60年

20 20

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 喜志学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 184.20㎡

中分類 児童施設 劣化度 7.88

所在地 大阪府富田林市木戸山町1－36 敷地面積 ―

施設名 喜志学童クラブ 建築面積 184.20㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 一部借地 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は喜志小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 2011 H23

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2 保育室 1974 S49 46年 68.00㎡ RC

9年 116.20㎡ S(軽)

1 0 旧耐震（補強済） 未調査
喜志小学校_23棟の一部（1階）

H28.4開設

7.881 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　6名、短時間補助員　2名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

Ａ学童 292日 17,550人 11,718人 66.8%

Ｂ学童 292日 10,918人 6,806人 62.3%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

喜志学童クラブは余裕教室が無いなか、教育委員会と調整し、プレハブ専用室（A学童）の建設及び既存校舎1階１教室（B学童）を学童クラブ専用室として活用
しています。しかし、喜志Ａ学童クラブの在籍人数は条例で定めた基準を超え、今後、減少する見込みもないことから、新たに専用室の確保（分割整備）の検討が
必要であります。また、喜志B学童へ行くには運動場を通行する必要があるが、雨天時、雨水不良により通行に支障をきたしているので安全対策が課題となってお
ります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められている。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策に
課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（喜志学童クラブ）
・同クラブは喜志幼稚園建物の一部を財産処分により取得し学童クラブ専用室として運営してきましたが、建物の老朽化・入会児童数の増加に伴い、平成23年度
に小学校敷地内へプレハブ専用室を整備し既存建物は除却いたしました。しかし、その後、児童福祉法の一部が改正され、条例で新基準が定められたことに伴
い、新たに専用室の確保が必要となり、平成27年度に国へ財産処分の手続きを行うとともに学校施設の改修工事を実施し、平成28年度より2学童クラブで運営し
ております。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は横ばい傾向で、学童クラブに入会する児童数は101人から最大105人(6年後)と見込んでいる。プレ
ハブ建物(A学童)の在籍児童数が条例で定めた概ね40人を超えているため、新たに専用室の確保（分割整備）の検討が必要であります。
・教室建物（B学童）にはトイレ・手洗い設備が整備できず学校トイレと共用しているが、学校トイレは平成24年度に大規模改修を終え、一定の整備は完了していま
す。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。
また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、それぞれ耐用年数以上の確保を目的とした建物の
適切な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
なお、本建物は建築後46年を経過し、平成22年度に構造体の耐震補強工事を実施し、建物構造体の安全性の確保、屋上防水全面改修、外壁塗装など一定
の整備を終えています。プレハブ建物については平成27年度に専用室を整備しましたが、プレハブ建物の在籍児童数が条例で定めた概ね40人を超えているた
め、本計画期間内に新たに専用室の確保（分割整備）の検討を進めます。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

安全性
利便性の向上

S(軽) 9年 31年

保育室 H23 40年 内部改修

20 20

RC 46年 14年

保育室 S49 60年

備考 ※分割整備については、学校施設の余裕教室の活用も合わせて検討いたします。

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 大伴学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 98.02㎡

中分類 児童施設 劣化度 11.91

所在地 大阪府富田林市南大伴町一丁目2－20 敷地面積 ―

施設名 大伴学童クラブ 建築面積 98.02㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は大伴小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 2010 H22

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

10年 98.02㎡ S(軽) 11.911 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　5名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 14,630人 8,261人 56.5%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

大伴学童クラブは余裕教室の確保(学童クラブ専用室への転用)が困難な状況であったため、平成22年度にプレハブ建物を建設（更新）しましたが、平成27年度
に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、新たな整備基準（児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡）に基づき判断すると、今後4年間は非常に厳しい学童運営
が見込まれます。入会児童数の増加によっては、余裕教室等の一時活用（借用）などについて学校と協議を行い、効果的な設備投資を行う必要があります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策
に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
する。
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（大伴学童クラブ）
・同クラブは学校敷地南西の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきましたが、建物の老朽化等に伴い平成22年度に既存建物を除却し、同じ場所にプレハ
ブ専用建物を建設しました。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は減少傾向だが、学童クラブに入会している児童数は現在の59人から最大61人(1年後)と見込んで
います。4年後以降は最大48名(5年後)と減少する予測でありますが、学童クラブ入会児童数の増加によっては、余裕教室などの一時使用等について検討が必
要です。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前後）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数40年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
なお、本建物は平成22年度に建て替えを行いましたが、数年後に国の制度が改定され、新基準に基づき判断すると、今後4年間は非常に厳しい学童運営となる
見込みです。入会児童数の増加によっては、条例で定めた基準に適合するための余裕教室等の一時活用について教育委員会と協議を行い、本計画期間内に
学童クラブ室の確保を行う必要があり、その整備を実施いたします。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

安全性
利便性の向上

S(軽) 10年 30年

保育室 H22 40年 内部改修

12 12

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 彼方学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 88.00㎡

中分類 児童施設 劣化度 38.80

所在地 大阪府富田林市大字彼方411 敷地面積 ―

施設名 彼方学童クラブ 建築面積 88.00㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 一部借地 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

土砂災害警戒区域内

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は彼方小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1981 S56

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

39年 88.00㎡ RC 38.80
彼方小学校_26-2棟の一部(１

階)3 0 旧耐震（補強済）

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　1名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 6,912人 4,093人 59.2%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

彼方学童クラブは教育委員会と調整し、既存校舎1階1教室を学童クラブ専用室として活用しています。同学童クラブは土砂災害警戒区域内にあり、彼方小学校
で土砂災害警戒区域に指定されていない建物は西館の特別教室棟しかありません。余裕教室等を確保した学童クラブの移設は困難でありますが、上層階への移
設や、学童クラブ専用室の内部老朽化対策などの検討が必要であります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策
に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保について考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」の実現に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例」に基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（彼方学童クラブ）
・同クラブは既存校舎1階の一部(1教室)を学童クラブ専用室として、国へ財産処分の手続きを行い運営しています。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は横ばい傾向であります。学童クラブに入会する児童数は24人から最大25人(4年後)まで増加が見
込まれるが、児童1人あたりの専用区画は2.74㎡(4年後)と確保されています。
・同建物は平成24年度に教育委員会で耐震補強工事を実施し、構造体の耐震化は完了したが、学童クラブ内部は未改修のため対策が急がれます。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
なお、本建物は建築後39年を経過し、平成24年度に構造体の耐震補強工事を実施し、建物構造体の安全性の確保、外壁塗装、屋上防水改修など整備を終え
ました。しかし、校舎における学童クラブ建物については土砂災害危険区域内に設置されており、また内部の整備が遅れており、トイレ等の老朽化が進んでおり、移
転も含めた改修を本計画期間内に検討いたします。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

大規模改修
安全性

利便性の向上
RC 39年 21年

保育室 S56 60年

12 12

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 錦郡学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 148.09㎡

中分類 児童施設 劣化度 22.05

所在地 大阪府富田林市錦織南一丁目8－1 敷地面積 ―

施設名 錦郡学童クラブ 建築面積 148.09㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は錦郡小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 2000 H12

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2 保育室 2001 H13 19年 66.00㎡ RC

20年 82.09㎡ S(軽)

2 0 新耐震 未調査
錦郡小学校_23棟の一部(1階)

H28.4開設

22.051 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　4名、短時間補助員　2名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

A学童 292日 7,302人 4,789人 65.6%

B学童 292日 7,105人 4,505人 63.4%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

錦郡学童クラブは余裕教室が無いなか、教育委員会と調整し、プレハブ専用建物に隣接する既存校舎1階１教室を学童クラブ専用室として新たに活用しておりま
す。しかし、平成12年度に建設したプレハブ専用室と平成27年度に整備した専用室では、トイレ設備を含めた内部設備に格差が生じていることから、プレハブ専用
室の内部改修工事を実施し、学童間の利用格差が課題となっております。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められている。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策に
課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保を図についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（錦郡学童クラブ）
・同クラブは学校敷地西側の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきたが、入会児童数の増加に伴い、新たに専用室の確保が必要となり、平成27年度に国
へ財産処分の手続きを行うとともに改修工事を実施し、平成28年度より2学童クラブで運営している。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は横ばい傾向である。学童クラブに入会する児童数は57人から最大62人(4年後)と見込んでいるが、
児童1人あたりの専用区画は2.04㎡(4年後)と確保されています。
・教室建物（学童クラブ内）にはトイレ・手洗い設備が整備できず学校トイレと共用したことで、利用しづらいとの意見はあるが、建物は平成12年度に新築したがトイレ
設備を筆頭に老朽が進んでいる。今後は、プレハブ専用室と教室内部との設備の格差を解消するため、改修のタイミングを検討する必要があります。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図る。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設の
整備を図る。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」において建物方針としては、維持としていることから、それぞれ耐用年数以上の確保を目的とした建物の
適切な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
なお、校舎における学童クラブ建物は、まだ建築年数が19年しか経過していないことから、本計画期間内では、大きな改修は予定しておりません。
また、平成12年度に建設したプレハブ建物トについては設備を中心とした内部改修工事を本計画期間内に実施し、平成27年度に整備した校舎における専用室と
の利用状況の均一化格を図る必要があります。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

内部改修
安全性

利便性の向上
S(軽) 20年 20年

保育室 H12 40年

12 12

RC 19年 41年

保育室 H13 60年

備考 ※余裕教室の活用も合わせて検討いたします

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 川西学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 125.44㎡

中分類 児童施設 劣化度 32.81

所在地 大阪府富田林市新家一丁目3－1 敷地面積 ―

施設名 川西学童クラブ 建築面積 125.44㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 一部借地 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は川西小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1988 S63

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2 保育室 2001 H13 19年 54.51㎡ S(軽)

32年 70.93㎡ S(軽)

1 0 新耐震 16.41

45.431 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　4名、短時間補助員　2名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

A学童 292日 10,647人 6,363人 59.8%

B学童 292日 8,816人 5,304人 60.2%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

川西学童クラブはプレハブ専用室を整備し運営してきたが、当初に建設したプレハブ専用室は建築後32年、増築したプレハブ専用室は建築後19年経過し、他の
学童クラブと比較しても、トイレ設備を含めた内部設備に格差が生じています。今後は、余裕教室等を活用した改修工事など効率的な整備を図る必要があります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められている。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策に
課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（川西学童クラブ）
・同クラブは学校敷地西側、体育館横の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきたが、入会児童数の増加に伴い、新たに専用室の確保が必要となり、平成
13年度にプレハブ建物をリース契約(リース後無償譲渡)により整備し、現在2学童クラブで運営しています。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は横ばい傾向である。学童クラブに入会する児童数は67人から最大69人(1年後)と見込んでいるが、
児童1人あたりの専用区画は1.58㎡(1年後)と概ね確保されています。
・当初に建設した専用建物は建設後32年を経過し、設備等の老朽化が著しい。他の学童クラブとの設備の格差を解消するためには、ブレハブ内部の大規模改修
もしくは余裕教室等を考慮した専用室の整備について検討が必要です。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としておりますが、耐用年数40年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
本建物は、建築後32年と19年を経過し、他の学童クラブと比較すると、トイレ設備を含めた設備の老朽化が見受けられることから、教育委員会と協議を行い、本
計画期間内に余裕教室等を活用した抜本的な改修の検討が必要です。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

内部改修
効率化

S(軽) 32年 8年

保育室 S63 40年

効率化
12 12

12 12

S(軽) 19年 21年

内部改修保育室 H13 40年

備考 ※余裕教室への移転を原則として検討いたします。

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 東条学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 91.00㎡

中分類 児童施設 劣化度 45.49

所在地 大阪府富田林市大字龍泉566 敷地面積 ―

施設名 東条学童クラブ 建築面積 91.00㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

土砂災害警戒区域内

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は東条小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1974 S49

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

46年 91.00㎡ RC 45.49 北館⑩-1.2の一部（１階）3 0 旧耐震（補強済）

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同左

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　1名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 6,596人 4,423人 67.1%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

東条学童クラブは余裕教室が無いなか、教育委員会と調整し、既存校舎1階１教室と廊下部分を整備し学童クラブ専用室として活用し一定の整備は終えておりま
す。しかし、東条小学校は学校全体が土砂災害警戒区域に指定されているため、より安全な場所の確保に向けて、学校等と協議が必要です。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められている。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策に
課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についての考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」の実現に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例」に基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（東条学童クラブ）
・同クラブは学校敷地北西の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきたが、建物の老朽化等に伴い、既存校舎1階1教室と廊下部分を学童クラブ専用室とし
て活用するため、平成26年度に国へ財産処分の手続きを行うとともに改修工事を実施し、平成27年度より校舎内で運営しています。なお、プレハブ専用建物は
翌年度に除却したしました。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は横ばい傾向である。学童クラブに入会する児童数は24人から最大23人(5年後)と見込んでいるが、
児童1人あたりの専用区画は3.96㎡(5年後)と確保されています。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としておりますが、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
なお、本建物は建築後46年を経過し、平成25年度に構造体の耐震補強工事を実施し、建物構造体の安全性の確保、屋上防水全面改修、外壁塗装など一定
の整備を終えました。また、学童クラブとしては、平成26年度に一定の整備を終えたため、本計画期間に大きな改修は予定しておりません。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

RC 46年 14年

保育室 S49 60年

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 高辺台学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 85.00㎡

中分類 児童施設 劣化度 50.32

所在地 大阪府富田林市高辺台三丁目1－1 敷地面積 ―

施設名 高辺台学童クラブ 建築面積 ―

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は高辺台小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1975 S50

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

45年 85.00㎡ RC 50.32
高辺台小学校_⑯-1棟の一部(１

階)3 0 旧耐震（耐震性あり）

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　3名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 13,899人 8,948人 64.4%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等のより昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

高辺台学童クラブは教育委員会と調整し、既存校舎1階１教室とトイレ設備を学童クラブ専用室として活用しているが、入会児童の増加に対応するため学童クラブ
を増設する必要が生じ、来年度に工事を実施する計画で設計業務を進めています。余裕教室の確保については学校と協議を行い、現学童クラブ専用室の隣の
教室（プール児童更衣室）を使用することで了承を得ましたが、更衣室の移転先の整備など学校の協力は不可欠であります。また、学童クラブ保護者会、学校関
係者、常勤指導員の意見を反映した専用室の整備となるべく個別に意見を聴取していますが、同建物の１階は教育委員会（学校）と学童クラブ、２階は高齢福祉
施設（高齢介護課）、３階は集会施設（市民協働課）と複合化されてた建物であるため、関係機関の協力が不可欠であります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策
に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（高辺台学童クラブ）
・同クラブは学校敷地南西の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきたが、建物の老朽化等に伴い、既存校舎1階1教室とトイレを学童クラブ専用室として活
用するため、国へ財産処分の手続きを行うとともに改修工事を実施し、現在は校舎に学童クラブ専用室を整備し運営しています。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数の増加に伴い学童クラブに入会する児童数は50人から最大60人(6年後)まで増加が見込まれる。児
童1人あたりの専用区画面積は現在、1.26㎡と確保できず、新たに学童クラブを整備する必要があると判断したため、平成30年度に改修設計業務を発注し、令
和元年度に工事を実施、令和２年度から2学童クラブとして運営する事業を進めています。整備後は、児童1人あたりの専用区画面積が2.12㎡(6年後)となり確保
することが可能になります。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としておりますことから、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の
適切な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
本建物は建築後45年を経過し、平成20年度に屋上防水全面改修、平成28年度に外壁一部塗装工事を実施しています。学童クラブ専用室は、本年度に1学童
クラブを新たに整備する際、既存学童クラブの内部改修、トイレ洋式化対策、非構造部材（鋼製建具）の安全対策などを実施することで整備を完了する予定で
す。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

安全性
利便性の向上

RC 45年 15年 37

保育室 S50 60年 内部改修

37

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 久野喜台学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 191.00㎡

中分類 児童施設 劣化度 68.55

所在地 大阪府富田林市久野喜台一丁目16－1 敷地面積 ―

施設名 久野喜台学童クラブ 建築面積 ―

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は久野喜台小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1968 S43

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2 保育室 1968 S43 52年 86.00㎡ RC

52年 105.00㎡ RC

3 0 旧耐震（補強済） 未調査
同棟の一部(１階)

H29.4開設

68.55
久野喜台小学校_南棟②-1.2.3

の一部(１階)3 0 旧耐震（補強済）

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　6名、短時間補助員　2名（うち欠員1名）

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

Ａ学童 292日 13,844人 9,366人 67.7%

Ｂ学童 292日 10,817人 6,728人 62.2%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

久野喜台学童クラブは、教育委員会と調整し、既存校舎1階2教室と廊下の一部、トイレを学童クラブ専用室として活用しているが、入会児童の増加に対応するた
め、学童クラブを増設整備する必要が生じています。そのため、専用教室の確保について学校並びに教育委員会と協議を行い、現学童クラブ棟の上層階である2
階の1教室（ＰＴＡ室）とトイレを学童クラブ専用室として整備する計画です。整備の時期については、現時点で児童一人あたりの専用区画面積が確保できていない
ことから、令和2年度設計、令和3年度工事を実施、令和4年度から3学童クラブとして運用する計画ですが、、現在使用しているＰＴＡ室の移転先、工事期間中の
仮設トイレの問題・学童クラブ仮移転場所の確保（多目的室）など、課題の解決には教育委員会との調整が必要です。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策
に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（久野喜台学童クラブ）
・同クラブは既存校舎1階１教室を学童クラブ専用室として長年活用していましたが、学童入会児童数の増加に伴って新たに専用室の確保が必要となり、平成28
年度に国へ財産処分の手続きを行うとともに改修工事を実施し、平成29年度より2学童クラブで運営しています。平成28年度の工事では、新学童クラブと既存学
童クラブの改修とともに専用トイレも設置したことで、一定の整備を終えたと考えていましたが、平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数の増加に
伴い学童クラブに入会する児童数は96人から最大125人(6年後)までさらに年々増加することが見込まれております。この状況では、児童1人あたりの専用区画面
積は現在、1.50㎡から1.15㎡(6年後）と確保することができず、早急に新たに学童クラブを整備する必要があると判断し、その対策として、早急に改修設計業務、
工事を実施し3学童クラブとして運営することで、学童保育の適正かつ円滑な実施に努めます。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
本建物は建築後52年を経過し、平成19年度に構造体の耐震補強工事を実施し、一定の整備を終えましたが、同建物は、、屋上防水・外壁改修・防災機能強化
は未整備で、適切な整備の検討が必要です。また、学童クラブについては、2階の1教室と既存トイレを新たに整備する必要がありますが、こちらも未改修であること
から、大規模な内部改修の検討を行います。なお、学童クラブ専用室の在籍児童数が条例で定めた概ね40人を超えることが見込まれるため、本計画期間内に
新たに専用室の確保（分割整備）の検討も進めます。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

屋上防水 長寿命化
利便性

安全性の向上RC 52年 8年 12

保育室 S43 60年 内部改修

11 23

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 寺池台学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 236.00㎡

中分類 児童施設 劣化度 57.37

所在地 大阪府富田林市寺池台四丁目3－1 敷地面積 ―

施設名 寺池台学童クラブ 建築面積 ―

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は寺池台小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1969 S44

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2 保育室 1969 S44 51年 118.00㎡ RC

51年 118.00㎡ RC

3 0 旧耐震（補強済） 57.37 同上棟の一部(２階)

57.37
寺池台小学校_１号館①-
1.2.3.5.6.7.8の一部(1階)3 0 旧耐震（補強済）

4

RC 3 0 旧耐震（補強済） 未調査
同上棟の一部(３階)

H31.1開設[学校施設]3 保育室 1969 S44 51年 （94.00㎡）

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同左

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　5名、短時間補助員　2名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

Ａ学童 292日 15,267人 10,119人 66.3%

Ｂ学童 292日 15,751人 10,453人 66.4%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

寺池台学童クラブは、教育委員会と調整し、既存校舎1・2階の各1教室と廊下の一部を学童クラブ専用室として活用していますが、入会児童の増加に対応する
ため、平成30年度に学童クラブを増設整備いたしました。図工室を一定期間学童クラブとして使用することについて、運用開始後もトイレなど様々な課題が発生す
る可能性がありますことから、学校と連携を密にしながら解決に取り組む必要があります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められている。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策に
課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（寺池台学童クラブ）
・同クラブは既存校舎1階と2階の各１教室と廊下を学童クラブ専用室として活用していましたが、学童入会児童数の増加に伴い新たに専用室の確保が必要となり
ます。学校側と協議した結果、既存学童クラブ2階の上層階である3階図工室を一定期間、学童クラブとして利用することで了解を得たことから、平成30年度に改
修設計業務と改修工事を実施し、平成31年度より3学童クラブで運営いたします。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数の増加に伴い学童クラブに入会する児童数は126人から最大137人(2年後)まで増加する見込であり
ます。6年後には107名まで減少する予定でしたが、今後6年間は図工室を一定期間借用することで、児童1人あたりの専用区画面積を確保することかできます。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
本建物は建築後51年を経過し、平成16年度に構造体の耐震補強工事を実施し、建物構造体の安全性の確保、屋上防水全面改修、外壁塗装など大規模な整
備を終えました。校舎における学童クラブ室については、平成26年度に2階にトイレを新設（洋式化）するなど一部対策を講じましたが、床・壁・天井などは老朽化し
ており、大規模な改修工事が必要な状態のため、平成30年度に対策を講じたことで一定の整備を終えます。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

RC 51年 9年

保育室 S44 60年

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 伏山台学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 152.86㎡

中分類 児童施設 劣化度 7.29

所在地 大阪府富田林市伏山二丁目1－1 敷地面積 ―

施設名 伏山台学童クラブ 建築面積 152.86㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は伏山台小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 2013 H25

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

7年 152.86㎡ S(軽) 7.291 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　4名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 13,773人 8,799人 63.9%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

伏山台学童クラブは余裕教室の確保(学童クラブ専用室への転用)が困難な状況であったため、平成25年度にプレハブ建物を建設（更新）し、一定の整備は終え
ております。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
していますが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童
クラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対
策に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（伏山台学童クラブ）
・同クラブは学校敷地北東の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきたが、建物の老朽化等に伴い平成25年度に既存建物を除却し、同じ場所にプレハブ専
用建物を建設し一定の整備を終えております。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は減少傾向だが、学童クラブに入会している児童数は現在の57人から最大58人(1年後)と見込んで
いる。6年後には39人を見込みで、児童1人あたりの専用区画は2.18㎡(1年後)と確保されております。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数40年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
本建物は平成25年度に建て替えを行い、一定の整備を終えたため、本計画期間に大きな改修は予定しておりません。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

S(軽) 7年 33年

保育室 H25 40年

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 喜志西学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 155.11㎡

中分類 児童施設 劣化度 未調査

所在地 大阪府富田林市梅の里四丁目6－1 敷地面積 ―

施設名 喜志西学童クラブ 建築面積 165.04㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は喜志西小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 2017 H29

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

3年 155.11㎡ S(軽) 未調査 H30.4開設1 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　4名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 18,430人 9,402人 51.0%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

喜志西学童クラブは余裕教室の確保(学童クラブ専用室への転用)が困難な状況であったため、平成29年度にプレハブ建物を建設（更新）し、一定の整備は完了
いたしました。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
していますが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童
クラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対
策に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針として、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲げ
ている「地域ぐるみの子育て環境づくり」の実現に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
例」に基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（喜志西学童クラブ）
・同クラブは学校敷地北東の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきたが、建物の老朽化・入会児童数の増加に伴い新たな整備が必要と判断し、学校と協
議を重ねた結果、既存建物を除却し、同じ場所にプレハブ専用建物を建設することで了解を得て、平成29年度に整備を行い平成30年度より2学童クラブで運営
を開始し、一定の整備は完了しております。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は減少傾向である。学童クラブに入会する児童数は71人から最大71人(現在・2年後)と見込んでいま
すが、その後は減少を続け、6年後には54人と予測しています。児童1人あたりの専用区画は1.75㎡(現在・2年後)と確保されています。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」において建物方針としては、維持としていることから、耐用年数40年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
本建物は平成29年度に建て替えを行い、一定の整備を終えたため、本計画期間に大きな改修は予定しておりません。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

S(軽) 3年 37年

保育室 H29 40年

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 

 14-3



富田林市個別施設計画 藤沢台学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 175.12㎡

中分類 児童施設 劣化度 未調査

所在地 大阪府富田林市藤沢台二丁目3－1 敷地面積 ―

施設名 藤沢台学童クラブ 建築面積 185.05㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は藤沢台小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 2017 H29

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

3年 175.12㎡ S(軽) 未調査 H30.4開設1 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　6名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 18,809人 12,039人 64.0%

 15-1



機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

藤沢台学童クラブは改修整備にあたり、余裕教室の有効活用について学校と協議を重ねたが余裕教室を確保することはできず、平成29年度にプレハブ専用教室
を新たに建設し移転いたいました。。既存の専用建物は、学校教育運営を応援している地域団体活動の拠点場所として、平成30年度に教育委員会へ移管し、有
効活用を図っております。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
していますが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童
クラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められています。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対
策に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（藤沢台学童クラブ）
・同クラブは学校敷地北東の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきましたが、建物の老朽化・入会児童数の増加に伴い新たな整備が必要と判断し、学校と
協議を重ねた結果、学校敷地北西の一角にプレハブ専用建物を新たに整備することで了解を得て、平成29年度に整備を行いました。よって、平成30年度より2
学童クラブで運営を開始したことで一定の整備は完了いたしました。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は減少傾向である。学童クラブに入会する児童数は82人から最大83人(1年後)と見込んでいるが、そ
の後は減少を続け、6年後には62人と予測している。児童1人あたりの専用区画は1.70㎡(1年後)と確保されています。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」において建物方針としては、維持としていることから、耐用年数40年以上を確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで長寿命化を進めます。
本建物は平成29年度に建て替えを行い、一定の整備を終えたため、本計画期間に大きな改修は予定しておりません。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

S(軽) 3年 37年

保育室 H29 40年

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 小金台学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 146.63㎡

中分類 児童施設 劣化度 31.88

所在地 大阪府富田林市小金台三丁目11－1 敷地面積 ―

施設名 小金台学童クラブ 建築面積 146.63㎡

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は小金台小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1989 H1

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2 保育室 1998 H10 22年 40.70㎡ S(軽)

31年 105.93㎡ S(軽)

1 0 新耐震 31.88

31.881 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　A学童2名・B学童2名、補助員　7名、短時間補助員　2名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

A学童 292日 17,926人 10,497人 58.6%

B学童 292日 8,498人 5,172人 60.9%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

小金台学童クラブはプレハブ専用室を整備し運営してきたが、当初に建設したプレハブ専用室は建設後28年、増築したプレハブ専用室は19年経過し、近年整備
した他の学童クラブと比較すると、トイレ設備を含めた内部設備に格差が生じている。また、平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、本市の条例
基準（1学童クラブの支援単位概ね40人）に基づき判断すると、Ａ学童クラブの在籍人数は条例で定めた基準を超えていることから、新たに専用室の確保（分割
整備）の検討が必要である。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
しているが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童ク
ラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められている。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者対策に
課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保を図る必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」の実現に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例」に基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（小金台学童クラブ）
・同クラブは平成元年に学校南西敷地にプレハブ専用建物（A学童）を建設（63.59㎡）し運営してきましたが、入会児童数の増加に伴い平成7年に増築（42.34
㎡）いたしました。その後、新たに専用室の確保が必要となり、平成10年度にプレハブ建物をリース契約(リース後無償譲渡)により整備（B学童）し、現在2学童クラ
ブで運営しております。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、学童クラブに入会する児童数は106人から最大113人(1年後)で、その後は年々減少傾向すると見込んでいるが、A
学童の在籍児童数が条例で定めた概ね40人を大きく超えているため、新たに専用室の確保（分割整備）が必要です。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数40年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで、長寿命化を進めます。
本建物は、建築後31年と22年を経過し、近年整備した学童クラブ室と比較するとトイレ設備を含めた設備の老朽化が見受けられ、A学童の在籍児童数が条例で
定めた概ね40人を大きく超えているため、本計画期間内に校舎の余裕教室の活用も含めた新たな専用室の確保（分割整備）が必要です。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

安全性
利便性の向上

S(軽) 31年 9年 12

保育室 H1 40年 内部改修

12

S(軽) 22年 18年

保育室 H10 40年

備考 ※　余裕教室の活用も合わせて検討することとします。

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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富田林市個別施設計画 向陽台学童クラブ

令和元（2019）年9月策定
令和元（2019）年⇒令和5（2023）年

所管部署 子育て福祉部 こども未来室
■１　施設概要

大分類 子育て支援系 延床面積 259.41㎡

中分類 児童施設 劣化度 未調査

所在地 大阪府富田林市向陽台五丁目1－1 敷地面積 ―

施設名 向陽台学童クラブ 建築面積 ―

小分類 学童クラブ 避難所指定 なし

財産関係 土地 市所有 建物 市所有 制限事項

劣化度 備考

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。
敷地は向陽台小学校敷地を使用しています。

■２　建物設置状況

No 建物名称
建築年度

築年数 延床面積
西暦 和暦

1 保育室 1996 H8

構造
階数

(地上)(地下)
耐震性

2

24年 259.41㎡ RC 未調査
向陽台小学校5棟の一部

(1階)　H31.1開設3 0 新耐震

4

3

5

6

7

9

8

運営時間 富田林市学童クラブ条例施行規則による

（注記） 劣化度はＨ27年調査による。

■３　利用運営状況

主な利用者・団体 児童

10

年間運営日数 292日 定休日 同右

施設利用状況
（平成２９年度）

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

職員数
■ 直営 常勤指導員　2名、補助員　5名、短時間補助員　1名

□ 指定管理

室名 運営日数（年間） 在籍者延べ人数 利用者延べ人数 利用率

学童 292日 13,751人 9,044人 65.8%
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機能方針に伴う行動方針

■４　公共施設再配置計画における方針

設置目的
小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

機能方針 維持 建物方針 維持

具体的取組 小学校余裕教室活用を基本とした計画的な整備

主な課題 余裕教室の確保

■５　施設機能計画について

向陽台学童クラブは、向陽台地区の入居及び共働き家庭の増加に伴うとみられる入会児童の増加に対応するため、今年度に学童クラブを増設する必要が生じ、
学校と協議を重ねた結果、余裕教室は無い状況であるが、既存校舎1階2教室と廊下及びトイレ部分を学童クラブ専用室として活用することで了解を得たため、平
成30年度に工事を実施いたしました。。整備後、学童クラブ運営に支障のない時間帯において廊下部分を共有するため、学校と調整しながら安全性の確保に努
めます。既存の専用建物は、平成30年度に教育委員会へ移管し、有効活用を図ります。
全学童クラブにインターホン式学校オートロック扉の解除機能がなく、保護者は小学校のインターホンを使用し、学校教職員が職員室内の解除ボタンを押して対応
していますが、土曜日や夏季休業期間の早朝・夜間について門扉を対応できる人員が無く、学校教職員・学童指導員の双方から安全確保・負担軽減のため学童
クラブにもオートロック式扉の解除機能の設置を求められております。また、学童建物入口前にインターホン呼出機能がないため来訪者の確認ができず、不審者
対策に課題があることから、建物入口前にインターホン機能を整備し、児童・学童指導員の安全確保についても考慮する必要がある。

備考

昨今の経済状況等も踏まえ、共働き世帯が増加した等の理由により、小学校の児童数とは反比例し、学童保育クラブの入会児童数は増加しています。その結
果、当初では想定していなかった施設の狭あい化や、児童が日常的に過ごすスペースの広さは足りていても、トイレ・手洗い等の設備が不足したりする施設も見ら
れます。平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における機能方針としては、維持としていることから、「総合ビジョンおよび総合基本計画」にて掲
げている「地域ぐるみの子育て環境づくり」に向けて、地域とも連携しながら、「富田林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に
基づく、放課後の子どもの居場所づくりの整備に努めます。

行動方針に伴う行動計画

上記方針に基づき、計画期間内に機能面について、以下のとおり検討を進めます。
・毎年、5月1日現在の住民基本台帳「小学校校区別人口推計」と、学年毎の児童数及び学童在籍児童数から入会率を算出し、これを6年後の学年ごとの学校
児童数に乗じて学童入会児童数を予測
・予測した児童数に、児童1人あたりの専用区画面積1.65㎡を乗じ、将来推計に基づく必要面積が概ね確保されているか、付帯設備の整備が図れているか検討
・新たに整備が必要と判断した場合は、教育委員会・学校と協議ながら、余裕教室の活用を基本とした施設整備を検討
・整備にあたっては、教育活動としての環境確保や、子どもたちの動線にも配慮しながら、学童クラブを利用する子どもたちが過ごしやすく、指導員に過度な負担を
かけることのないよう配慮した施設整備
（向陽台学童クラブ）
・同クラブは学校敷地北東の一角にプレハブ専用建物を建設し運営してきたましたが、建物の老朽化及び学童入会児童数の増加に伴い新たに専用室の確保が
必要と判断し、学校と協議を進めた結果、既存校舎1階2教室と廊下部分を新たに学童クラブ専用室として活用することで了解を得たため、平成30年度に国へ財
産処分の手続きを行うとともに改修工事を実施いたしました。
・平成30年5月1日現在の将来推計によると、就学前児童数は増加傾向である。学童クラブに入会する児童数は59人から最大76人(5年後)と見込んでいるが、
平成30年度に整備を実施することで、平成31年度以降、児童1人あたりの専用区画は概ね確保されます。

利用者等の意向把握

学童クラブを利用されている児童の保護者や常勤指導員・支援員など各種団体から定期的に施設整備等に関する要望書が提出されるため、具現化に向けた取
り組みを行うことで、満足度の向上を図ります。また、すべての学童クラブは小学校敷地内に整備されていることから、学校教職員の意向把握にも努めた学童施設
の整備を図ります。

課題及び考慮する点
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■６　施設整備計画について

建物方針に伴う整備方針について

平成30年3月に策定した「公共施設再配置計画（前期）」における建物方針としては、維持としていることから、耐用年数60年以上の確保を目的とした建物の適切
な維持管理を実施することで長寿命化を進めます。
なお、校舎における学童クラブ室は建築後24年を経過し、耐用残年数は36年です。平成30年度に新耐震基準の校舎建物内へ学童クラブを移転し、平成31年
度より2学童クラブとして運営することで整備を終える予定のため本計画期間に大きな改修は予定しておりません。
なお、移転後の旧学童クラブ建物は、地域や関係団体に利用開放するなど有効活用を図ります。

施設整備計画

建物名 設置年度 耐用年数 計画期間

以降の投資
整備費用概算

（百万円）
対策による

効果構造 築年数 耐用残年数
令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

RC 24年 36年

保育室 H8 60年

備考

令和２年度以降の整備内容および整備費用については、予定であ

り、今後の財政状況等により変動することがあります。 
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